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注１ 平成24年９月20日第１回地方法人課税のあり方等に関する検討会（総務省）資料をもとに作成。
注２ 四捨五入により計が一致しないところがある。



法人税率の推移

注1 財務省ホームページ等により作成。
2 平成24年４月１日から平成27年３月31日の間に開始する各事業年度に適用される税率。
3 昭和56年４月１日前に終了する事業年度については年700万円以下の所得に適用。

財政再建に資するため

所得税減税のための財源確保（暫定税率）

暫定税率の期限切れ

税制の抜本的な改革（経過税率）

税制の抜本的な改革（本則税率）

国際水準並みへの引下げ

法人税率の引下げと課税ベースの拡大

法人税率の引下げと課税ベースの適正化
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法人所得課税の実効税率の国際比較

注1 財務省ホームページにより作成。
2 上記の実効税率は、法人所得に対する租税負担の一部が損金算入されることを調整した上で、それぞれの税率を合計したものである。

5 イギリスにおける2013年４月からの法人税率は23%である。また、2014年４月より21%、2015年４月より20%に引き下げることが検討されている。

8 中国の法人税は中央政府と地方政府の共有税（原則として60:40）である。
9 韓国の地方税においては、上記の地方所得税のほかに資本金額及び従業員数に応じた住民税（均等割）等が課される。

3 日本の地方税には、地方法人特別税（都道府県により国税として徴収され、一旦国庫に払い込まれた後に、地方法人特別譲与税として都道府県に譲与される）を含む。また、法人事業税及び地方法人特別税に
ついては、外形標準課税の対象となる資本金１億円超の法人に適用される税率を用いている。なお、このほか、付加価値割及び資本割が課される。上記に加えて、平成24年度以降の３年間は法人税額の10%の
復興特別法人税が課される。

4 アメリカでは、州税に加えて、一部の市で市法人税が課される場合があり、例えばニューヨーク市では連邦税・州税（7.1%、付加税［税額の17%］）・市税（8.85%）を合わせた実効税率は45.67%となる。また、一部の
州では、法人所得課税が課されない場合もあり、例えばネバダ州では実効税率は連邦法人税率の35%となる。

6 フランスでは、別途法人利益社会税（法人税額の3.3%）が課され、法人利益社会税を含めた実効税率は34.43%となる（ただし、法人利益社会税の算定においては、法人税額から76.3万ユーロの控除が行われるが、
前記実効税率の計算にあたり当該控除は勘案されていない）。さらに、別途、売上高2.5億ユーロ超の企業に対する法人税付加税（法人税額の５％）を2012年より導入している（２年間の時限措置）。なお、法人所得
課税のほか、国土経済税（地方税）等が課される。

7 ドイツの法人税は連邦と州の共有税（50:50）、連帯付加税は連邦税である。なお、営業税は市町村税であり、営業収益の3.5%に対し、市町村ごとに異なる賦課率を乗じて税額が算出される。本資料では、連邦統計
庁の発表内容に従い、賦課率392%（2011年の全ドイツ平均値）に基づいた場合の計数を表示している。

連邦法人税率：35%
州法人税率：8.84%

法人税率：25.5%
事業税率：3.26%
地方法人特別税
：事業税額×148%

住民税
：法人税額×20.7%

法人税率：33 1/3%

法人税率：15%
連帯付加税
：法人税額×5.5%

営業税率：13.72%

法人税率：25%
法人税率：22%
地方所得税
：法人税額×10%

法人税率：24% 法人税率：17%

（2013年１月現在）
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日本再興戦略 -JAPAN is BACK-（平成 25 年６月

14 日閣議決定）の抜粋

第 Ⅰ 総 論

２ ． 成 長 へ の 道 筋

(1)民 間 の 力 を 最 大 限 引 き 出 す

産 業 競 争 力 強 化 の 鍵 を 握 る の は あ く ま で も 民 間 で あ る 。

「 第 一 の 矢 」、「 第 二 の 矢 」で 作 っ た デ フ レ 脱 却 へ の 期

待 を 一 時 的 な も の に 終 わ ら せ な い た め に は 、企 業 に 眠 る 膨

大 な 資 金 を 将 来 の 価 値 を 生 み 出 す 投 資 へ と 向 か わ せ る 必

要 が あ る 。

こ の た め 、政 府 と し て は 、安 定 的 な マ ク ロ 経 済 環 境 の 整

備 や 経 済 連 携 の 立 ち 後 れ の 解 消 、低 コ ス ト で の エ ネ ル ギ ー

供 給 の 実 現 、 投 資 を 阻 害 す る 諸 規 制 ・ 制 度 の 見 直 し な ど 、

我 が 国 企 業 の 競 争 条 件 の 改 善 に 向 け て 、こ れ ま で 以 上 の 強

化 に 取 り 組 む べ き は 言 う ま で も な い 。

生 産 設 備 や 事 業 の 新 陳 代 謝 を 促 す 枠 組 み を 構 築 し 、思 い

切 っ た 投 資 減 税 で 法 人 負 担 を 軽 減 す る こ と 等 に よ っ て 積

極 姿 勢 に 転 じ た 企 業 を 大 胆 に 支 援 し て い く 。

し か し な が ら 、実 際 に 物 事 を 動 か す の は 民 間 で あ り 、企

業 経 営 者 に は 、決 断 し 、行 動 し 、世 界 と 戦 う 覚 悟 を 持 っ て

も ら わ な け れ ば な ら な い 。
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法人事業税の概要 

注１ 総務省ホームページより作成。                               
２ 特別法人（農協・漁協・医療法人等）については３．６％の税率が適用される（本則６．６％）。 
３ 所得課税分の税率は年800万円を超える所得金額に適用される税率。
４ 税率は、平成20年10月１日以降のもの。
５ 制限税率は標準税率の１．２倍。
６ 税額は、平成23年度の課税対象法人の調定額を集計した値。
７　 税額は、四捨五入しているため、合計額と一致しない場合がある。 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

22,401億円 

（参考）地方法人特別税 
 16,067億円 

 
　　地方法人特別税を加えた額 

　38,467億円 

（7,310億円） 

（1,986億円） 

（13,104億円）
（6,420億円） 

（4,353億円） 

（2,331億円） 
 

 

 

 

 

（注３） 
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（注３） 
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法人事業税の沿革 

資料６ 

T10N00978
下線



 

 

注 総務省ホームページより抜粋。 



 
 法人住民税の概要 

注１　平成25年度地方税に関する参考計数資料（総務省）等より作成。
　２　税収は平成23年度決算額である。

 

 

 

   7,855億円 7,855億円 

20,107億円 

27,962億円 

4,130億円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6,391億円 15,978億円 

1,464億円 
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法人住民税の沿革 

注 総務省ホームページより抜粋。 

 
 

 

 

 

 

 

 

資料８ 

T10N00978
下線

T10N00978
下線

T10N00978
下線

T10N00978
下線



主要税目（地方税）の税収の推移

注１ 総務省ホームページ「地方税収等の状況」等から作成。
２ 平成23年度までは決算額、24年度、25年度は地方財政計画額である。
３ 計数は、超過課税及び法定外税等を含まず、地方法人特別譲与税を含む。
４ 地方法人二税の『・・・・・・』については、更に地方法人特別譲与税を除いたもの。

(年度)

資料９

（兆円）
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注 平成23年度までは決算額、平成24年度は補正後予算額、平成25年度は当初予算額である。
端数処理の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

都税収入の推移（平成元年度～平成25年度）
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都税総額

固定・都市計

法人二税

（単位：兆円）

繰入地方消費税

その他



注 平成23年度までは決算額、24年度は補正後予算額、25年度当初予算額である。

都の法人事業税の推移（平成元年度～平成25年度）

資料11
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バブル景気
（S61.11～H3.2）

カンフル景気
（H5.10～H9.5）

IT景気
(H11.1～H12.11)

いざなみ景気
（H14.1～H20.2）

世界金融危機

欧州債務危機
歴史的円高

米国同時多発テロ等に
よる世界的な景気減速

山一證券破綻、東南アジア経
済危機等で消費低迷

景気の調整過程にバ
ブル経済崩壊の影響
が重なり、大型の景

気後退

H元 分割基準改正
資本金1億円以上製造業の
工場1.5倍・証券業追加

H10 事業税
標準税率・
都超過税率
引下げ

H11 事業税
標準税率・
都超過税率
引下げ

H12
都銀行外形課税開始

H16 外形標準
課税開始

H17 分割基準改正
非製造業の1/2を事務所数
本社管理部門の1/2廃止

H20 法人事業税
一部国税化開始

（億円）



注 平成23年度までは決算額、24年度は補正後予算額、25年度は当初予算額である。

法人都民税の推移（平成元年度～平成25年度）

資料12
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１ 超過課税実施団体数（平成23年４月１日現在） ２ 超過課税の規模（平成23年度決算）

○ 都道府県
〈道府県民税〉

法人均等割 31団体

法人税割 46団体 静岡県を除く46都道府県

〈法人事業税〉 ８団体

○ 市町村
〈市町村民税〉

法人均等割 402団体

法人税割 1,004団体

注１ 平成25年度地方税に関する参考計数資料（総務省）等より作成。
２ 四捨五入しているため、合計と数字が一致しない場合がある。

法人二税の超過課税の状況

岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、富山県、
石川県、長野県、静岡県、愛知県、
滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県、鳥取県、島根県、
岡山県、広島県、山口県、愛媛県、
高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

宮城県、東京都、神奈川県、
静岡県、愛知県、京都府、
大阪府、兵庫県

法人税割

210.1その他道府県税

道府県税計 2,074.1

道府県税

法人事業税 910.5

859.9

93.7法人均等割
道
府
県
民
税

市町村税

市
町
村
民
税

法人均等割

法人税割

154.2

2,108.5

382.0

2,644.7

4,718.8

その他市町村税

市町村税計

超過課税合計

法人二税合計 4,126.8

（単位：億円）
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　法人税関係特別措置の種類ごとの適用状況 

   単体法人における法人税関係特別措置の主な種類ごとの適用件数及び適用額は、以下のとおりである。 

     

種    類 措 置 数 適用件数 適 用 額 

軽減税率 2 677,595 軽減対象所得金額  24,016 億円 

税額控除 13 35,186 税額控除額      2,830 億円 

特別償却 31 28,380 特別償却限度額等   3,995 億円 

準備金等 13 11,559 損金算入額等      13,275 億円 

      

      

 

　２ 　この報告書は、平成23年４月１日から平成24年３月31日までの間に終了した事業年度において適用を受けた特別措置について、結果を取りまとめたものである。 

租税特別措置の適用状況、影響額等 

注１ 「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（第183回国会提出）」（財務省）により作成。 
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個人事業税
課税標準
（所得）

1 13,360億円

法人事業税
課税標準

（資本金等の額）
10 38,270億円

課税標準
（収入金額）

4 259億円

課税標準
（所得）

1 7,533億円

税額 2 18億円

不動産取得税
課税標準

（不動産の価格）
36 69,141億円

税額 22 1,123億円

自動車取得税
課税標準

（自動車の取得価額）
1 473億円

税額 5 2,343億円

軽油引取税 税額 1 913億円

自動車税 税額 1 75億円

鉱区税 税額 1 0.6億円

狩猟税 税額 3 0.1億円

個人住民税 税額 1 133億円

固定資産税
課税標準

（固定資産の価格）
88 75,392億円

税額 14 1,354億円

事業所税
課税標準

（事業所床面積 （㎡） ）
25

4,150万㎡
〔249億円〕

課税標準
（従業者給与総額 （千円） ）

（10） 6,230億円

都市計画税
課税標準

（固定資産の価格）
30 10,490億円

税額 3 0.1億円

注１ 「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書（第183回国会提出）」（総務省）より作成。
２ 上の表の内容は、平成23年度の地方税の税負担軽減措置等の状況及び国税である法人税の租税特別措置の直接

の影響を受ける地方税の税負担軽減措置等の状況についてまとめたものである。
３ 適用額の総額は、１億円未満は四捨五入している。ただし、適用額の総額が１億円に満たない場合は0.1億円

未満を四捨五入している。

４ 〔 〕内の数値は、課税標準 （事業所床面積 （㎡） ）に600円／㎡の税率を乗じたものである。
５ 事業所税の下段の税負担軽減措置等は、上段の税負担軽減措置等と同一の条文で規定している。

税目 種類 税負担軽減措置等の数 適用額の総額

地方税における税負担軽減措置等の適用状況等について

（注３）

（注４）

（注５）
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資本金の額又は出資金の額が１億円超の法人

(収入金額課税法人・公益法人・特別法人等を除く)

注１ 付加価値割＝収益配分額±単年度損益

* ただし、収益配分額(＝報酬給与額＋純支払利子＋純支払賃借料)に
占める報酬給与額の割合が70％を超える場合は、70％を限度

注２ 資本割の特例

1,000億円超5,000億円以下の部分 … 50％に圧縮

5,000億円超１兆円以下の部分 … 25％に圧縮

（資本金等の額が１兆円超の場合には１兆円とみなす）

所得割 7.2 ％ 【2.9％】 7.56 ％ 【3.26％】

付加価値割 0.48％【0.48％】 0.504％【0.504％】

資本割 0.2 ％ 【0.2％】 0.21 ％ 【0.21％】

徴収猶予
赤字が３年以上継続する法人や創業５年以内の法人を対象と
する徴収猶予制度あり

特例の
取り扱い

外形標準課税の対象法人は、地方税法第７２条の２４の４
（条例による外形課税の特例）の適用対象外

適用期日 平成１６年４月１日以後に開始する事業年度分から適用

※ 平成20年度税制改正により、暫定措置として法人事業税の一部国税化が実施され、標準税率
が引き下げられた。

対 象

課税方式

標準税率

法人事業税の外形標準課税の概要

＝ 所 得 割 資本
割

付 加
価値割

＋ ＋

所得基準（３／４） 外形基準（１／４）

法 人
事業税

２ ： １
( 2/12 ： 1/12 )

※【暫定措置実施期間の税率】 〔都の税率〕

資料16



注 平成24年10月23日 第２回地方法人課税のあり方等に関する検討会（総務省） 資料により作成。

現行の外形標準課税導入までの経緯

現行（H16～）
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法人事業税の分割基準

◎ 分割基準とは

法人事業税は事務所または事業所が所在する都道府県において課される。複数の都道府県に事務所または事業所を有する法人は、
課税標準の総額を一定の基準で分割して関係地方団体ごとの分割課税標準額・税額を算定する。この一定の基準を分割基準という。
法人事業税の分割基準は、法人の業種によって異なるものを使用している。
なお、法人住民税法人税割の分割基準については従業者数を使用している。

◎ 法人事業税の分割基準改正の経緯
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◎ 法人事業税の分割基準見直しの経緯



注 平成24年10月23日 第２回地方法人課税のあり方等に関する検討会（総務省） 資料、東京都主税局ホームページにより作成。



地方法人特別税・地方法人特別譲与税のイメージ

[基本的仕組み（全国ベース）]

法人事業税
（地方税）

法人事業税
（地方税）

地方法人特別税
（国税）

創設

国 地方法人
特別譲与税

１
払
い
込
み
１

１

再

配

分

１

分離

〈改正前〉 〈改正後〉

[都への影響額等]

所得割・収入割の一部を国税化
（約1.8兆円(平成25年度予算ベース)）

a人口（1/2）及び従業者数（1/2）を
a基準として都道府県に譲与

創設

現行どおり
都道府県の税収

注1 20年度（初年度）における法人事業税の減収額は△163百万円。

2 24年度は24補正後予算ベース及び25年度は25当初予算ベース。

3 25年度の地方法人特別譲与税2,790億円には譲与加算額475億円が含まれる。ただし、加

ＡＡ 算額は東京都主税局税制部で算出した数字であり、実際とは異なる場合がある。

（単位：億円）
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法人事業税
Ａ

地方法人特別譲与税
Ｂ

増減
Ａ＋Ｂ＝Ｃ

21年度 △2,140 791 △1,349

22年度 △3,601 1,748 △1,853

23年度 △3,655 1,991 △1,664

24年度 △3,982 2,808 △1,174

25年度 △4,537 2,790 △1,747



平成23年度地方法人特別税、地方法人特別譲与税の各都道府県への影響実績

注１ 地方税財政制度研究会 「中間論点整理（概要）」 （平成25年４月22日 全国知事会議 資料）により作成。
注２ 地方法人特別譲与税額は、各都道府県の人口（8月譲与分まではH17国勢調査、11月譲与分からはH22国勢調査）及び従業者数（5月譲与分はH18事業所企業統計調査、ＡＡＡ
ＡＡＡ8月譲与分からはH21経済センサス基礎調査）で按分。
注３ 四捨五入により計が一致しないところがある。
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地方法人特別税等に関する暫定措置法

（平成 20 年４月法律第 25 号）の抜粋

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 法 律 は 、税 制 の 抜 本 的 な 改 革 に お い て 偏 在 性

の 小 さ い 地 方 税 体 系 の 構 築 が 行 わ れ る ま で の 間 の

措 置 と し て 、 法 人 の 事 業 税 （ 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十

五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） の 規 定 に よ り 法 人 の 行

う 事 業 に 対 し て 課 す る 事 業 税 を い う 。以 下 同 じ 。）

の 税 率 の 引 下 げ を 行 う と と も に 、 地 方 法 人 特 別 税

を 創 設 し 、 そ の 収 入 額 に 相 当 す る 額 を 地 方 法 人 特

別 譲 与 税 と し て 都 道 府 県 に 対 し て 譲 与 す る た め に

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。
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所得税法等の一部を改正する法律

（平成 21 年３月法律第 13 号）の抜粋

（ 附 則 ）

（ 税 制 の 抜 本 的 な 改 革 に 係 る 措 置 ）

第 百 四 条

３ 第 一 項 の 措 置 は 、 次 に 定 め る 基 本 的 方 向 性 に よ り 検

討 を 加 え 、そ の 結 果 に 基 づ い て 講 じ ら れ る も の と す る 。

七 地 方 税 制 に つ い て は 、 地 方 分 権 の 推 進 及 び 国 と 地 方

を 通 じ た 社 会 保 障 制 度 の 安 定 財 源 の 確 保 の 観 点 か ら 、

地 方 消 費 税 の 充 実 を 検 討 す る と と も に 、 地 方 法 人 課 税

の 在 り 方 を 見 直 す こ と に よ り 、税 源 の 偏 在 性 が 小 さ く 、

税 収 が 安 定 的 な 地 方 税 体 系 の 構 築 を 進 め る こ と 。
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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本

的な改革を行うための消費税法の一部を改正す

る等の法律

（平成 24 年８月法律第 68 号）の抜粋

（ 税 制 に 関 す る 抜 本 的 な 改 革 及 び 関 連 す る 諸 施 策 に 関 す る

措 置 ）

第 七 条

五 地 方 税 制 に つ い て は 、 次 に 定 め る と お り 検 討 す る こ と 。

イ 地 方 法 人 特 別 税 及 び 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 に つ い て 、

税 制 の 抜 本 的 な 改 革 に お い て 偏 在 性 の 小 さ い 地 方 税

体 系 の 構 築 が 行 わ れ る ま で の 間 の 措 置 で あ る こ と を

踏 ま え 、税 制 の 抜 本 的 な 改 革 に 併 せ て 抜 本 的 に 見 直 し

を 行 う 。

ロ 税 制 の 抜 本 的 な 改 革 に よ る 地 方 消 費 税 の 充 実 と 併

せ て 、地 方 法 人 課 税 の 在 り 方 を 見 直 す こ と に よ り 税 源

の 偏 在 性 を 是 正 す る 方 策 を 講 ず る こ と と し 、そ の 際 に

は 、 国 と 地 方 の 税 制 全 体 を 通 じ て 幅 広 く 検 討 す る 。
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